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はじめに 

 

企業が持続可能な社会に貢献し成長していくためには、社会的責任を果

たすとともに、社会課題の解決に向けて新たな価値を創造していくことが

求められています。 

NSK は、「安全･品質･環境･コンプライアンス」をコアバリューに位置

付け経営基盤を強固にし、その上で「ESG 経営」を推進し、社会の期待

に積極的に応えていくことを目指しています。そのため、役員･従業員が

遵守すべき事項を「NSK 企業倫理規則」に定めるとともに、教育や啓発

などの研修活動を通じて周知･徹底し意識向上を図り、安全で高機能な製

品や CO₂排出量の削減、環境貢献型製品の開発・普及などに取り組み、

社会からの期待にしっかりと応えていくことを目指しています。 

また、サプライヤーの皆さまと認識を共有しながら、歩調を合わせて取

り組んでいくことが重要と考え、2010 年に「NSK サプライヤーCSR

ガイドライン」を発行し、活動の実践をお願いしてまいりました。 

さらに昨今、欧州における環境や人権のデューディリジェンスに関する

規制強化の動きなど、企業は自社内のみならず、調達活動を通じて、グロー

バルに拡がるサプライチェーン全体について、環境保全や人権尊重に取り

組み、情報を開示していくことが求められるようになっています。 

これらグローバル社会の要請を受け、このたび「NSK サプライヤーＣ

ＳＲガイドライン」の内容の一部を改定し、第４版といたしました。 

サプライヤーの皆様におかれましては、主旨をご理解いただき、ガイド

ラインに沿って、いっそうの活動推進をお願い申し上げます。 

 

 

日本精工株式会社 

執行役常務 調達本部長 
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1 サプライヤーの皆様に取り組んでいただきたい内容 

社会からの期待や顧客の要求事項に応えていくため、サプライヤーの皆様と NSK が

認識を共有し、遵守していくべき事項を以下にまとめました。 

（下線を付記した部分が、第３版からの変更箇所です） 

 

1.1 コンプライアンス 

1.1.1 法令や企業倫理を遵守するための仕組みづくり 

事業に関係する国･地域の法令や企業倫理の遵守を役員・従業員に徹底するため、

経営層による自社グループへの方針表明、行動指針やマニュアルの策定・展開、従業

員が処遇において不利益を被る等の報復を受けることなく通報できる制度づくり、役員・

従業員への教育などを実施する。 

 

1.1.2 競争法の遵守 

事業に関係する国･地域の競争法（独占禁止法）を遵守し、私的独占、不当な取引制

限（カルテル、入札談合等）、不公正な取引方法（優越的地位の濫用等）等は行わない。 

 

1.1.3 汚職・賄賂の禁止 

政治献金や寄付等を行う場合は、関係する国･地域の法令に従って実施し、政治・行

政や公的機関と透明かつ公正な関係づくりに努める。 

 

1.1.4 不適切な利益の供与及び受領の禁止 

不適切な利益や不適切な優遇措置の取得や維持を目的に、顧客やサプライヤー、そ

の他ビジネスパートナーと、接待･贈答･金銭等の授受は行わない。また社会的秩序や健

全な企業活動に悪影響を与える勢力や団体に、不適切な利益供与は行わない。 

 

1.1.5 輸出関連法規の遵守 

輸出取引に関する部品・製品・技術・設備・ソフトウェアなどの物品等について、これら

が国際法や関係する国･地域の法令で規制される品目かどうかを確認の上、輸出手続き

や該非判定書を作成・提供するなどの管理を徹底する。 

 

1.1.6 知的財産の保護 

自社が保有あるいは自社に帰属する知的財産権が第三者に侵害されないように十分

な注意を払う。また、第三者の知的財産の不正な入手、不正な使用及びソフトウェア、書

籍の不正なコピー等は行わない。 
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1.1.7 機密情報・個人情報の保護 

機密情報及び個人情報を適切に扱い、アクセス権限を持たない者による情報の取得、

悪用、改ざん、公開、漏洩を起こさぬよう、管理の仕組みを構築し運営する。 

自社の機密情報を厳重に管理し、その利用を適切に行う。他社の機密情報は正当な

権限者から正当な方法で入手するとともに、利用範囲やその他の条件を確認し、その範

囲内で使用し、機密を保持し他社の権利を侵害しない。また、従業員、顧客やサプライ

ヤー、その他ビジネスパートナーに関する個人情報は正当な方法で入手するとともに、

入手した情報は厳重に管理し適正な範囲で使用し保護する。 

 

1.1.8 安全で高品質な製品・サービスの提供 

関係する国・地域の法令に定められる安全基準及び顧客の品質基準を満たした製

品・サービスのみを提供する。また、全ての製品･サービスの品質保証及びその維持・向

上を継続的に行うため、品質管理の仕組みを構築し運用する。 

社会的な期待や顧客・消費者のニーズに応えるため、安全・品質・価格・納期・環境等

を考慮し、製品・サービスの開発や改善に努める。 

 

1.2 人権・労働 

「NSK人権方針」を理解、支持し実践する。 

     NSK人権方針 

https://www.nsk.com/jp/csr/human_rights/pdf/human_rights.pdf 

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権に関する国際規範を支持・尊重

し、事業活動に関わるステークホルダーの人権を尊重する。 

人権尊重の責任を果たすため、以下の人権デュー・ディリジェンスを実施する。 

・ 人権への負の影響を特定し、防止・軽減に向けた取り組みを進める。 

・ 定期的に人権への取組み進捗を評価し、進捗状況の開示に努める。 

・ 各地域の相談窓口を通じて苦情処理に取組み、問題解決又は救済の実施への協

力に努める。 

 

1.2.1 差別の撤廃 

あらゆる雇用や処遇（応募、採用、昇進、報酬、教育を受ける権利、業務付与、賃金、

福利厚生、懲罰、解雇、退職等）において、事業に関係する国･地域の法令で保護され

る個性（人種、身体的な特徴、信条、性別、社会的身分、門地、民族、国籍、年齢、婚姻、

性的指向、性自認、障害等）を理由とした差別を行わない。また、ダイバーシティ＆インク

ルージョンの取り組みを推進する。 

 

1.2.2 人権の尊重 

セクハラ（性的嫌がらせ）、パワハラ（上位の立場の者による、暴言による嫌がらせや威

圧行為）、虐待、体罰など、職場において非人道的な扱いを認めない。 

 

https://www.nsk.com/jp/csr/human_rights/pdf/human_rights.pdf
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1.2.3 児童労働の禁止 

雇用時に就労可能年齢に達していることを確認する等により、全ての業務で、子ども

の教育機会を奪い、その発達を阻害するような早い年齢から仕事をさせる児童労働を排

除する。また18才未満の若年者（若年労働者）を、健全な発達を損なうような危険有害業

務に従事させない。 

就労可能年齢は、15 才または事業を行う国･地域の法令による就労最低年齢または

義務教育終了年齢のいずれか最高のものとする。但し、職業訓練や見習いについては、

法令が認める範囲に限り就労を可能とする。 

 

1.2.4 強制労働の禁止 

事業を行う国･地域の法令等に従い、従業員を合法的に雇用しなければならない。 

拘束労働、債務労働、囚人労働、奴隷や人身売買による労働等を禁止する。全ての

労働は自主的なものとし、従業員が自由に離職または雇用関係を終了できることを保証

する。雇用の条件として、パスポートや公的な身分証明書、労働許可証、移民申請書の

引渡しを要求しない。また、採用手数料を本人が負担するなど、国際規範上不当とみな

される行為を認めない。 

 

1.2.5 労働時間の管理 

従業員の労働時間（超過勤務時間を含む）は、事業を行う国･地域の法令が定める限

度を超えてはならない。また、労働者に 7 日間に 1日以上の休暇の取得を認め、法令が

定める休日や年次有給休暇の権利を付与する。 

 

1.2.6 適切な賃金及び福利厚生 

事業を行う国･地域の、最低賃金、超過勤務、賃金控除、出来高賃金、その他給付等

に関する法令を遵守し、従業員に給与を支払う。また、法令で義務づけられた福利厚生

を提供する。 

 

1.2.7 人材の育成 

業務に必要な知識、技術、技能の習得や、適用される法令および顧客要求の遵守の

ため、従業員を対象にした教育･訓練のプログラムを整備する。 

 

1.2.8 安全・健康な職場づくり 

誰もが安心して働けるよう、職務上の安全・健康の確保を最優先とし、労働安全衛生

の活動を推進する体制を整え、事故・災害の未然防止に努める。健康増進活動や疾病

予防のための指導などを通じて、従業員の健康づくりを支援する。 
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1.2.9 従業員とのオープンコミュニケーション 

従業員または従業員の代表が経営層へ、報復、脅迫や嫌がらせをおそれず直接コ

ミュニケーションできる権利を保障する。 

事業環境や経営状況・課題などの情報を共有するとともに、職場環境や労働条件な

どに関して対話し協議する。 

 

1.3 環境 

1.3.1 環境マネジメントシステムの構築と運用 

幅広い環境保全活動を推進するための体制を整備し、自らの目標を定め、その目標

の達成に向けた活動を実行する。 

 

1.3.2 環境関連の法令遵守と行政手続きの実行 

自社の活動に関係する各国・各地域の環境関連の法令を遵守するとともに、地域や

顧客からの要求事項等を明確にし、必要な対応を図る。また、常に最新版の情報を入手

し適切に対応する。 

必要な許認可の取得、届出、報告、責任者や担当者の選任などの行政手続きを実行

する。 

 

1.3.3 環境汚染の防止 

製品の取り扱いやリサイクル、廃棄に関する表示や情報提供など、関係する法律を遵

守し適切に実施する。 

また、自社の工程で取り扱う人の健康や生態系に影響を与える、または与えうる化学

物質を特定し、安全な方法で管理するとともにその使用量の削減に努める。 

環境汚染事故を発生させる可能性がある事象を明確にし、その未然防止に努める。 

また、事故が発生した場合を想定し、その影響を緩和するために必要な準備を行う。 

大気汚染物質や水質汚濁物質などの排出について、定期的にモニタリングし適切に

管理するとともに排出量の削減に努める。また、廃棄物を適正な方法で安全に処理し、

生活環境や自然環境の保全に努める。 

 

1.3.4 温室効果ガス排出削減対策の推進 

カーボンニュートラル社会の実現を目指し、原材料の採取から、生産・物流・使用・廃

棄/リサイクルに至るライフサイクル全体で、温室効果ガス排出量の削減に貢献する製

品・サービスの創出と普及に努める。 

また、開発、調達、生産、物流、オフィスなど、事業活動全体の温室効果ガス排出量を

把握し課題を明らかにするとともに、自社およびサプライチェーン全体の温室効果ガス排

出削減のための具体的な方策を中長期的な視点から立案し推進する。 
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1.3.5 省資源対策の推進 

開発、生産、物流、オフィスなど、事業活動全般において使用する水やその他資源の

節約に努める。また、特にレアメタル等の枯渇が懸念される資源は、有効活用や代替な

どを図り使用量の削減に努める。 

小型化、軽量化、長寿命化、梱包・包装の簡略化など、省資源に貢献する製品の開

発と普及に努める。 

廃棄物等の 3R（Reduce、Reuse、Recycle）を推進する。 

 

1.3.6 生物多様性の保全 

生物多様性の重要性を認識し、自社の事業活動及び顧客への製品･サービスの提供、

サプライヤーからの部品･原材料、サービスの調達による生物多様性との関わりを把握し、

その保全活動の実施に努める。 

 

 

本ガイドラインの他、「NSK グループ グリーン調達基準書」による管理を依頼すること

（同意を求めること）があります。あわせてご対応をお願いします。 

 

1.4 地域社会 

1.4.1 責任ある調達 

鉱物資源や天然資源、原材料（タンタル、錫、タングステン、金、コバルト等）の調達に

おいて、地域紛争や人権侵害、環境破壊など、地域社会に深刻な悪影響を及ぼす組織

と、直接または間接的に関係することがないよう配慮する。関与の事実が判明した場合は、

回避のための対策を行う。 

特に、コンゴ民主共和国とその周辺国において、人権侵害を行う反社会的武装勢力

への資金や利益供与につながる鉱物、即ち紛争鉱物＊1を、製品に使用しないようにする。

調査*2 より紛争鉱物の使用が懸念される場合は、該当する部品や原材料等の使用回避

に向けた施策を行う。 

*1 コンゴ民主共和国及びその周辺国から産出される鉱物で、かつ、同地域の武装勢力の活動資金

源となっているもの。 

*2 NSK グループの事業所より、紛争鉱物の使用状況を確認するための調査とその結果の情報提供

を依頼することがあります。 

 

1.4.2 地域への貢献 

地域社会の発展に向け、各地域が抱える社会的課題を把握し、地域社会と協力しな

がら、課題の解決につながる事業活動や社会貢献活動の実施に努める。 
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1.5 リスク 

1.5.1 リスクの低減 

地震、風水害や火災、労災等の事故、製品や事業活動における法令違反の発生、機

密情報漏洩など、自社の事業活動に影響を与えるリスクを評価し、リスクを低減するため

の対策に努める。 

また、皆様のサプライヤーのリスクを把握し低減のために必要な対策を推進する。 

 

1.5.2 事業継続計画（=BCP：Business Continuity Plan）の策定と改善 

BCP を策定し、災害等の発生時に重要業務や事業が中断しない、中断しても早期に

再開できるように必要な準備を行う。また、定期的に訓練などを実施し BCPの見直しを行

う。 

災害等の発生時に、中断が長期化することが想定される場合は、予め、代替生産先

や在庫の確保等を行う。また、被災状況の把握･伝達ができるよう、連絡体制の整備、手

段の確保、連絡手順の取り決めなどを行う。 

 

1.6 情報開示 

関係する法令やステークホルダーの要求に対応し、経営、財務に関する事業情報、

製品の取扱いや安全、品質、化学物質等の製品やサービスに関する情報、社会面、環

境面の活動に関する情報などを、適時・適切に開示する。 

法令違反による罰則の適用や行政機関からの命令を受けた場合は、取引関係にある

当社事業所に速やかに連絡する。 

 

1.7 皆様のサプライヤーへの展開 

サプライチェーン全体に取り組みを進展させていくため、皆様のサプライヤーに対して

も、本ガイドラインに記載する内容と同様の取り組みの実施と、必要に応じて是正対応を

要請する。 

 

2 取り組み状況の確認 

サプライヤーの皆様の取り組み状況や紛争鉱物の使用状況を把握するため、情報提

供を依頼することがあります。また、NSK の担当者が皆様の事業所を訪問しての確認を

お願いすることがあります。 

もし、本ガイドラインに反する問題が発生した場合には、迅速にご報告頂くとともに、改

善に取り組み頂くようお願いいたします。 

 

3 情報の取り扱い 

当社が入手したサプライヤーの皆様の会社情報及び個人情報は、無断で当社グルー

プ外部に提供することはありません。ただし、紛争鉱物の使用状況に関する情報は、当

社グループの顧客に提供することがあります。 
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4 添付資料 

資料１： サプライヤーＣＳＲガイドライン取組度診断シート 

 

5 参照 

本ガイドラインは、制定･改定にあたり下記を参照しています。 

・ 日本精工株式会社  

 「NSK 企業倫理規則」「NSK コンプライアンスガイドブック 2022」 

・ 一般社団法人 日本経済団体連合会 

 「企業行動憲章」「企業行動憲章実行の手引き」 

・ 一般社団法人 日本自動車部品工業会 「CSR ガイドブック」 

・ 一般社団法人 電子情報技術産業協会  

 「サプライチェーン CSR 推進ガイドブック」 

・ 電子業界 CSR アライアンス（EICC） 「行動規範」 

・ 米国 金融規制改革法 第 1502 条 

・ 英国 現代奴隷法 2015 

 

6 改定 

本ガイドラインの内容は、顧客の要請や社会的状況の変化などにより、事前の通知な

しに改定することがあります。 

改定履歴 

版 区分 改定内容 年月日 起案部署 

第 1 版 制定 新規制定 2010年 8月 25日 調達本部、IR･CSR室 

第 2 版 

変更 1.5.2 事業継続計画の内容変更 2013年 9月 02日 調達本部、危機管理推進室、IR･CSR室 

変更 1.1.9 情報の開示を 1.6へ 2013年 9月 02日 調達本部、IR･CSR室 

追加 1.3.6 生物多様性の保全 を追加 2013年 9月 02日 調達本部、総合環境部、IR･CSR室 

追加 1.4地域社会 を追加 2013年 9月 02日 調達本部、IR･CSR室 

第 3 版 

追加 1.2.1 差別の撤廃の個性の内容を追記 2016年 3月 02日 調達本部、IR･CSR室 

変更 1.2.4 強制労働の禁止の内容変更 2016年 3月 02日 調達本部、IR･CSR室 

追加 1.2.6 福利厚生の提供を追記 2016年 3月 02日 調達本部、IR･CSR室 

変更 1.2.7 人材育成の内容変更 2016年 3月 02日 調達本部、IR･CSR室 

変更 1.4.1 責任ある調達へ変更 2016年 3月 02日 調達本部、IR･CSR室 

追加 5 参照を追加 2016年 3月 02日 調達本部、IR･CSR室 

第 4 版 

追加 

1.1.7 機密情報・個人情報の保護の 

漏洩以外の問題点を追記 

個人情報の対象を追記 

2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追加 1.2 人権・労働 「NSK 人権方針」の追記 2022年 9 月 5日 
調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

人事総務本部 

追加 
1.2.1 差別の撤廃の個性の内容を追記 

ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ&ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝを追記 
2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 1.2.3 児童労働の内容を追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 1.2.4 強制労働の禁止の不当行為の追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 1.2.5 労働時間管理の休暇取得を追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 
1.2.8 安全・健康な職場づくりの労働 

    安全衛生活動の推進体制を追記 
2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 
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追記 1.3.2 環境関連の法令遵守を追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 

1.3.3 環境汚染の防止の 

    法律遵守の実施を追記 

    大気汚染/水質汚濁物質の排出 

削減の内容を追記 

2022年 9 月 5日 
調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

生産本部 ＥＨＳ推進室 

変更 
1.3.4 温室効果ガス排出量削減対策の 

    推進へ変更 
2022年 9 月 5日 

調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

カーボンニュートラル推進部 

追記 
1.3.5 省資源対策の推進のレアメタル 

    の内容を追記 
2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 1.3.6 生物多様性の重要性を追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 1.4.1 責任ある調達にコバルトを追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 1.5.1 リスクに機密情報漏洩を追記 2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 
1.7 皆様のサプライヤーへの展開に 

   是正対応の要請を追記 
2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

追記 
2 取り組み状況の確認に問題発生時 

  の対応を追記 
2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

変更 
5 参照 NSK ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを 

  「2022」へ変更 
2022年 9 月 5日 調達本部、コーポレートコミュニケーション部 

 

7 お問い合わせ 

不明点等は、本ガイドライン配布元の NSK事業所及び下記までご連絡ください。 

日本精工株式会社 調達本部  

    ＴＥＬ 03-3779-7190 

    ＦＡＸ 03-3779-7445 

    E-mail choutatsu@nsk.com 



 

 

© 日本精工株式会社 


